
令和5年4月 一般社団法人 東京都農業会議

地域に根ざす活動
農業委員会の
役割と制度

　農業委員会法は、農業生産力の増進と農業経営の合理化
を図るため、農業委員会の組織の運営と農業委員会ネット
ワーク機構の指定等について定め、農業の健全な発展に寄
与することを目的としています。

農業委員会ネットワーク機構（一般社団法人東京都農業会議）（法42条～54条）
一般社団法人東京都農業会議は、東京都知事より指定を受けた農業委員会
ネットワーク機構として、農業委員会への協力を中心とした業務を進めて
います。

　昭和26年に農業委員会法が施行され、以降、農業委員会は
地域の農業を守り、農地の利活用を進め、担い手を支援する等の
活動に取り組んでいます。
　法改正により平成28年4月1日からは現行の農業委員会
制度のもと業務を進めています。

農地法・農地中間管理事業・生産緑地法・都市農地貸借円滑化法・相続税等納税
猶予制度等に関する許認可や農地利用状況調査・農地台帳の整備など。

遊休農地の防止・都市農地貸借円滑化法による生産緑地の利活用
促進など。

担い手への農地の利用集積や担い手や新規就農の支援など。

農業経営の法人化や簿記記帳など経営支援、家族協定・農業者年金の推進など。

農産物生産状況調査や農地台帳補完調査をはじめとした調査の実施。　　　

制度の周知、座談会の開催、農業委員会だよりの発行などの情報発信・収集。

※そのほか、一般社団法人東京都農業会議は農地中間管理機構の指定を受けています。
また、農業経営相談窓口の開設（農業経営基盤強化促進法11条の11関連）などの
法令業務を行っています。



（法14条・法24条関係）

（法8条～法10条関係）

（法8条～法10条関係）

（法17条～法20条・法27条関係）

　農業委員会は地域で農地の利用の最適化を進める農地利用最適化推進委員（任期3年間）を
委嘱します。（農地利用最適化推進委員は特別職の地方公務員となります）

農業委員と農地利用最適化推進委員の任命

　農業委員は、区市町村長の任命により、農業に関する識見等を有
する者である特別職の地方公務員として選出されます。
　農業委員の任命にあたり、区市町村は条例で定数を定め、ホーム
ページなどを通じ、候補者の推薦を求めたり公募を行います。その
後、関係者の意見聴取や議会の同意を経て、区市町村長が農業委員
を任命します。任期は３年間となります。

※農地等の利用の最適化に必要な施策につい
ては、農地に関することのみならず農地を利
用する担い手や営農環境（獣害など）の事項
なども含まれます。



（法14条・法24条関係）

（法8条～法10条関係）

（法8条～法10条関係）

（法17条～法20条・法27条関係）

　農業委員会は地域で農地の利用の最適化を進める農地利用最適化推進委員（任期3年間）を
委嘱します。（農地利用最適化推進委員は特別職の地方公務員となります）

農業委員と農地利用最適化推進委員の任命

　農業委員は、区市町村長の任命により、農業に関する識見等を有
する者である特別職の地方公務員として選出されます。
　農業委員の任命にあたり、区市町村は条例で定数を定め、ホーム
ページなどを通じ、候補者の推薦を求めたり公募を行います。その
後、関係者の意見聴取や議会の同意を経て、区市町村長が農業委員
を任命します。任期は３年間となります。

※農地等の利用の最適化に必要な施策につい
ては、農地に関することのみならず農地を利
用する担い手や営農環境（獣害など）の事項
なども含まれます。



令和5年4月 一般社団法人 東京都農業会議

地域に根ざす活動
農業委員会の
役割と制度

　農業委員会法は、農業生産力の増進と農業経営の合理化
を図るため、農業委員会の組織の運営と農業委員会ネット
ワーク機構の指定等について定め、農業の健全な発展に寄
与することを目的としています。

農業委員会ネットワーク機構（一般社団法人東京都農業会議）（法42条～54条）
一般社団法人東京都農業会議は、東京都知事より指定を受けた農業委員会
ネットワーク機構として、農業委員会への協力を中心とした業務を進めて
います。

　昭和26年に農業委員会法が施行され、以降、農業委員会は
地域の農業を守り、農地の利活用を進め、担い手を支援する等の
活動に取り組んでいます。
　法改正により平成28年4月1日からは現行の農業委員会
制度のもと業務を進めています。

農地法・農地中間管理事業・生産緑地法・都市農地貸借円滑化法・相続税等納税
猶予制度等に関する許認可や農地利用状況調査・農地台帳の整備など。

遊休農地の防止・都市農地貸借円滑化法による生産緑地の利活用
促進など。

担い手への農地の利用集積や担い手や新規就農の支援など。

農業経営の法人化や簿記記帳など経営支援、家族協定・農業者年金の推進など。

農産物生産状況調査や農地台帳補完調査をはじめとした調査の実施。　　　

制度の周知、座談会の開催、農業委員会だよりの発行などの情報発信・収集。

※そのほか、一般社団法人東京都農業会議は農地中間管理機構の指定を受けています。
また、農業経営相談窓口の開設（農業経営基盤強化促進法11条の11関連）などの
法令業務を行っています。


